
鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会設置規程                 

 

（総則） 

第１条 公益財団法人鳥取県スポーツ協会（以下「ス協」という。）定款第４１条の規定

に基づき、同定款第４条第６号の事業を円滑に推進するため、鳥取県総合型地域スポー

ツクラブ連絡協議会（以下「県協議会」という。）を設置する。 

２ 県協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会

（以下｢全国協議会｣という。）基本規程第３条第２項に定める団体として、全国協議会

を構成するものとする。 

 

（基本理念及び目的） 

第２条 県協議会は、「スポーツを核とした豊かな地域コミュニティの創造」を基本理念

とする総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」という。）が参集し、基本理

念を体現する取組を行うことを通じて「スポーツ宣言日本」が表明するスポーツが果た

すべき使命の達成に貢献することにより、総合型クラブが公益性の高い持続可能な「社

会的な仕組み」として地域社会に定着することを目的とする。 

 

（組織構成） 

第３条 県協議会は、前条に定める基本理念及び目的に賛同し、本規程及びこれに付随す

る規程等を遵守する県内の総合型クラブを代表する組織体とする。 

 

（事業） 

第４条 県協議会は、第２条に定める基本理念及び目的を達成するため、次の事業を行

う。 

（１）総合型クラブの情報交換と交流 

（２）総合型クラブの活動支援 

（３）総合型クラブの財源確保に対する支援 

（４）総合型クラブの社会的認知の向上と広報活動 

（５）総合型クラブ育成に関する調査研究 

（６）ス協加盟団体及び関係団体との連携 

（７）その他目的達成に必要な事業 

 

（予算等） 

第５条 県協議会は、前条に係る事業計画及び予算に関しては、ス協理事会の承認を得るも

のとする。 

２ 県協議会は、前条に係る事業報告及び決算に関しては、ス協評議員会の承認を得るもの

とする。 

 



（加入） 

第６条 県協議会への加入は、全国協議会への登録をもって行う。ただし、県協議会への

加入の意思を示す総合型クラブにつき、第12条に定める委員総会において加入の承認を

受けた総合型クラブ(以下「準登録クラブ」という)は、この限りでない。 

２ 準登録クラブは、第12条に定める委員総会に出席することはできるが、第14条に定め

る議決権を有しない。 

３ 登録に関しては、別に定める。 

 

（役員） 

第７条 県協議会に、次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 ２名以内 

 

（委員の選出） 

第８条 第６条に基づき登録したクラブ（以下「登録クラブ」という。）は、当該登録ク

ラブの役職員の中から１名を県協議会の委員に選出する。 

２ 前項のほか、ス協会長はス協役職員及び有識者の中から若干名を委員に委嘱すること

ができる。 

 

（会長） 

第９条 会長は、委員総会で委員の互選により選出し、ス協会長が委嘱する。 

２ 会長は、県協議会を代表し、業務を統括する。 

 

（副会長） 

第 10条 副会長は、委員の中から委員総会でこれを選出し、会長が委嘱する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらか

じめ指名した順序によりその職務を代行し、又はその職務を行う。 

 

（役員等の任期） 

第11条 役員及び委員（以下「役員等」という。）の任期は、選任後２年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する県協議会総会の終結の時までとし、再任を妨げな

い。ただし、登録クラブが登録を更新しなかった場合は、当該登録クラブから選出され

た委員の任期は、当該登録の有効期間の末日までとする。 

２ 役員等に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただ

し、補充役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 増員による役員等の任期は、他の役員等の残任期間とする。 

４ 役員等は、任期が満了しても後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 

 

（委員総会） 



第12条 委員総会は、第７条及び第８条に定める者(以下「構成員」という。)をもって構

成し、事業計画、予算、事業報告、決算、その他県協議会の活動に関する重要事項で会

長の付議した事項を議決する。 

２ 委員総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。 

３ 前項のほか役員が必要と認めたとき、又は委員の３分の１以上から会議の目的事項を

示して請求があったときは、会長は２週間以内に臨時の委員総会を招集しなければなら

ない。 

 

（会議の成立等） 

第13条 委員総会は、構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。 

ただし、同一事項について再度招集したときは、この限りではない。 

２ 構成員が委員総会に出席できないときは、議決権を他の構成員又は当該構成員が所属

する登録クラブの役員等に委任することができる。この場合、当該構成員は総会に出席

したものとみなす。 

 

（議決） 

第14条 委員総会の議決は、議決について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の

過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

２ 委員総会の議決を要する事項のうち、緊急を要する事項については、議案に対する構

成員の過半数の書面又は電磁的記録による同意をもって委員総会の賛成議決に代えるこ

とができる。 

 

（役員会） 

第15条 役員会は、第７条に定める者をもって構成し、県協議会の業務執行を決定し、こ

れを執行する 

２ 役員会は、必要に応じて開催し、会長がこれを招集し議長となる。 

３ 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開会することができない。 

４ 役員が役員会に出席できないときは、議決権を他の役員に委任することができる。こ

の場合、当該役員は役員会に出席したものとみなす。 

５ 役員会の議決は、議決について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出

席し、その過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

 

（事務局） 

第16条 

県協議会の事務は、ス協事務局において処理する。 

 

（規程の変更） 

第17条 この規程は、委員総会において出席者の３分の２以上の同意を得たのち、ス協理



事会の承認を受けて変更することができる。 

 

附 則   

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則   

１ この規程は、令和４年８月９日から施行する。 

２ 最初の委員総会は、第 12条第２項の規定にかかわらず、ス協会長が招集し、その議長 

 となる。 

附 則 

この規程は、令和６年６月１１日から施行し、令和６年度から適用する。 

 

 


